
は
じ
め
に

「
嫡
」
と
「
庶
」
は
も
と
も
と
古
代
中
国
の
親
族
制
度
の
用
語
で
あ
る
。

「
嫡
」
と
は
、『
釈
名
』
に
「
敵
也
、
與
匹
相
敵
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
と

も
に
相
対
す
る
配
偶
者
を
指
す
語
で
あ
る
。
男
系
の
血
筋
を
正
し
く
伝
え
て

い
く
た
め
に
、
「
嫡
々
相
承
」
が
原
則
で
、
そ
の
「
嫡
」
の
選
定
は
、
能
力
主

義
で
は
な
く
、
嫡
妻
の
生
ん
だ
長
男
と
い
う
生
得
的
な
条
件
に
よ
る
も
の
で

あ
る
（
一
）
。
従
っ
て
、
嫡
妻
の
決
定
は
、
嫡
子
の
決
定
の
前
提
で
、
こ
れ
も

「
嫡
」
と
い
う
語
が
「
嫡
妻
」
を
指
す
と
同
時
に
「
嫡
子
」
を
指
し
て
い
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
一
方
、「
庶
」
は
「
衆
な
り
」（『
爾
雅
』）
と
解
釈
さ
れ
て
お

り
、
も
と
も
と
多
数
を
表
す
語
で
、
必
ず
し
も
「
嫡
」
と
対
立
し
た
概
念
で

は
な
い
。
し
か
し
、
嫡
妻
・
嫡
子
制
度
に
お
い
て
、「
嫡
」
は
単
数
に
限
定
さ

れ
、
爾
余
の
者
は
複
数
乃
至
多
数
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
恐
ら
く
「
嫡

��
庶
」
と
い
う
一
対
の
概
念
を
成
立
せ
し
め
た
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
嫡
庶
制
度
が
家
族
・
親
族
内
部
で
尊
卑
の
秩
序
関
係
を
作
り
、
さ
ら
に

複
雑
な
親
族
名
称
を
生
ん
だ
。
「
嫡
」
と
「
庶
」
を
冠
し
た
親
族
名
称
を
挙
げ

て
み
て
も
、「
嫡
母
」、「
庶
母
」、「
嫡
子
」、「
庶
子
」、「
嫡
婦
」、「
庶
婦
」、

「
嫡
弟
」、「
庶
兄
」、「
庶
弟
」、「
嫡
孫
」、「
庶
孫
」
な
ど
十
指
に
余
る
ほ
ど

あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
家
族
・
親
族
関
係
を
示
し
な
が
ら
、
尊
卑
の
秩

序
を
示
し
て
い
る
点
で
、
普
通
の
親
族
名
称
と
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
の
名
称
を
ひ
と
ま
ず
「
嫡
庶
系
名
称
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の

嫡
庶
系
名
称
が
中
国
の
文
字
、
制
度
と
と
も
に
古
代
日
本
に
伝
わ
り
、
系

譜
、
律
令
、
戸
籍
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
名
称
が
い

か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
日
本
的
意
味
を
獲
得
し
た
か
を
考
察
す
る
。
但

し
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
律
令
条
文
、
戸
籍
記
録

な
ど
に
お
け
る
制
度
的
受
容
（
二
）
と
は
別
に
、
文
字
と
し
て
、
記
紀
及
び
そ

れ
に
先
行
し
た
帝
紀
の
系
譜
史
料
に
お
け
る
用
法
、
特
に
従
来
の
研
究
に
お

「
嫡
」・「
庶
」
考
（
１
）

―
七
世
紀
・
八
世
紀
の
王
室
の
系
譜
を
中
心
に
―

胡

潔

（１）
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い
て
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
庶
妹
」、「
庶
兄
」
と
い
っ
た

名
称
の
用
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
ま
ず
問
題
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
古
代
日
本
の
文
献
に
お
い
て
、

嫡
庶
系
名
称
を
用
い
た
早
い
例
に
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』（
以
下
「
法
王

帝
説
」
と
略
称
）
所
引
の
「
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
（
以
下
「
繍
帳
銘
」
と
略
称
）

が
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
こ
れ
は
、
聖
徳
太
子
の
死
後
、
そ
の
妃
の
橘
大
女

郎
が
太
子
と
太
子
の
母
親
を
追
懐
す
る
た
め
に
、
太
子
の
往
生
し
た
天
寿
国

の
様
子
を
刺
繍
で
描
か
せ
、
さ
ら
に
そ
の
繍
帳
の
由
来
を
書
い
た
銘
文
で
あ

る
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
が
、
七
世
紀
前
半
に
成
立
し
た

も
の
と
み
る
見
解
が
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い
る
（
三
）
。
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
、「
嫡
」
が
用
い
ら
れ
ず
、「
庶
」
し
か
も
中
国
の

文
献
上
に
稀
に
し
か
見
な
い
「
庶
妹
」（
四
）
と
い
う
名
称
が
皇
室
の
系
譜
記

載
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
庶
妹
」
の
用
法
が
『
古
事
記
』
に

も
継
承
さ
れ
、
古
代
日
本
の
王
室
の
系
譜
記
載
の
一
大
特
徴
と
な
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
か
つ
て
関
口
裕
子
氏
が
こ
れ
ら
の
史
料
に
み
え

る
「
庶
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
「
日
本
で
は
「
庶
」
が
中
国
の
よ
う
に
嫡
出
に

対
す
る
妾
出
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
腹
出
に
対
す
る
異

腹
出
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
の
は
慧
眼
で
あ
る
（
五
）
。
た

だ
そ
の
指
摘
は
「
庶
」
の
意
味
の
変
容
に
と
ど
ま
り
、
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス

を
経
て
、
こ
の
よ
う
な
「
異
腹
」
の
意
味
を
獲
得
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
言

及
し
て
い
な
い
。
一
方
、「
嫡
」
の
用
例
が
少
な
い
な
が
ら
記
紀
に
見
え
、
そ

の
用
法
を
注
意
深
く
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
定
の
基
準
が
あ
り
、
し
か
も

皇
統
の
系
譜
意
識
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
先

学
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
系
譜
記
載
の
用
語
選
定
の
背
後
に

あ
る
婚
姻
慣
習
と
系
譜
観
念
を
探
っ
て
み
る
。

一

結
婚
と
「
嫡
」、「
庶
」

①

異
母
兄
妹
婚
と
「
庶
妹
」

ま
ず
「
繍
帳
銘
」
の
前
半
に
あ
る
系
譜
を
次
に
掲
げ
て
お
く
（
六
）
。（
括
弧

内
は
筆
者
注
・
以
下
同
）

シ

キ

シ
マ
ノ
ミ
ヤ

ア

メ

ク

ニ

オ

シ

ハ

ル

キ

ヒ

ロ

ニ

ハ

ノ

ミ

コ

斯
歸
斯
麻
宮
治
天
下
天
皇
名
阿
米
久
爾
意
斯
波
留
支
比
里
爾
波
乃
禰
己

ト

ソ

ガ

イ

ナ
メ
ノ
ス
ク
ネ

キ

タ

シ

ヒ

メ

ノ

ミ

等
（
欽
明
天
皇
）
娶
巷
奇
大
臣
名
伊
奈
米
足
尼
女
名
吉
多
斯
比
彌
乃
彌

コ

ト

タ

チ

バ
ナ
ノ
ト

ヨ

ヒ

ノ

ミ

コ

ト

己
等
為
大
后
生
名
多
至
波
奈
等
己
比
乃
彌
己
等
（
用
明
天
皇
）、
妹
名

ト

ヨ

ミ

ケ

カ

シ

キ

ヤ

ヒ

メ

ノ

ミ

コ

ト

等
巳
彌
居
加
斯
支
移
比
彌
乃
彌
己
等
（
推
古
天
皇
）。
復
娶
大
后
弟
名

ヲ

ア

ネ

ノ

ミ

コ

ト

ア
ナ
ホ
ベ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ

シ

キ

乎
阿
尼
乃
彌
己
等
為
后
、
生
名
孔
部
間
人
公
主
（
聖
徳
太
子
母
）
。
斯
歸

シ

マ

ヌ

ナ

ク

ラ

ノ

フ

ト

タ

マ

シ

キ

ノ

ミ

コ

ト

斯
麻
天
皇
之
子
名
�
奈
久
羅
乃
布
等
多
麻
斯
支
乃
彌
己
等
（
敏
達
天

ト

ヨ

ミ

ケ

カ

シ

キ

ヤ

ヒ

メ

ノ

ミ

コ

ト

オ

サ

皇
）、
娶
庶
妹
名
等
己
彌
居
加
斯
支
移
比
彌
乃
彌
己
等
為
大
后
坐
乎
沙

タ
ノ
ミ
ヤ

タ

チ

バ
ナ
ノ
ト

ヨ

ヒ

ノ

ミ

コ

ト

ア
ナ
ホ

多
宮
治
天
下
生
名
尾
治
王
。
多
至
波
奈
等
己
比
乃
彌
己
等
娶
庶
妹
名
孔

ベ
ノ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ

イ
ケ
ノ
ベ
ミ
ヤ

ト

ヨ

ト

ミ

ミ

ノ

ミ

コ

ト

部
間
人
公
主
為
大
后
坐
�
邊
宮
治
天
下
生
名
等
己
刀
彌
々
乃
彌
己
等
、

タ

チ

バ
ナ
ノ
オ
ホ
イ
ラ
ツ
メ

娶
尾
治
大
王
之
女
名
多
至
波
奈
大
女
郎
為
后
…

こ
の
部
分
に
は
、
聖
徳
太
子
の
祖
父
、
伯
父
、
父
母
の
結
婚
及
び
太
子
自
身

の
結
婚
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
ア
メ
ク
ニ
オ
シ
ハ
ル
キ
ヒ
ロ
ニ
ハ
ノ
ミ
コ
ト
」

言語文化論集 第���巻 第１号
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そ

が

即
ち
太
子
の
祖
父
欽
明
天
皇
が
巷
奇
大
臣
の
娘
「
キ
タ
シ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
」

と
結
婚
し
て
生
ま
れ
た
の
が
「
タ
チ
バ
ナ
ノ
ト
ヨ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
」
即
ち
後
の

用
明
天
皇
と
「
ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
」
即
ち
後
の
推
古
天
皇

で
あ
る
。
欽
明
天
皇
が
さ
ら
に
「
大
后
弟
」
の
「
オ
ア
ネ
ノ
ミ
コ
ト
」
と
結

婚
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、「
ア
ナ
ホ
ベ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ
」
即
ち
聖
徳
太
子

の
母
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
「
天
皇
之
子
」
と
の
み
記
さ
れ
た
「
ヌ
ナ
ク

ラ
ノ
フ
ト
タ
マ
シ
キ
ノ
ミ
コ
ト
」
即
ち
後
の
敏
達
天
皇
（
七
）
の
結
婚
が
記
さ

れ
て
い
る
。
敏
達
天
皇
と
用
明
天
皇
、
推
古
天
皇
兄
妹
と
は
異
母
兄
弟
で
あ

る
。
そ
し
て
敏
達
天
皇
が
異
母
妹
ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
と
結

婚
し
、
用
明
天
皇
も
同
じ
く
異
母
妹
の
ア
ナ
ホ
ベ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ
と
結
婚

し
て
い
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
銘
文
に
見
ら
れ
る
、
天
皇
家
の

複
雑
な
近
親
婚
の
文
脈
に
お
け
る
「
庶
妹
」
と
い
う
名
称
の
用
法
で
あ
る
。

こ
こ
の
「
庶
妹
」
は
、
も
し
「
庶
出
の
妹
」
の
意
で
あ
れ
ば
、
無
論
「
嫡
出

の
兄
」
に
対
し
て
い
う
言
葉
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
敏
達
と
推
古
の
嫡
庶
関

係
は
、母

（
嫡
）
イ
シ
ヒ
メ
↑
↓
（
庶
）
キ
タ
シ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

子
（
嫡
）
敏
達
天
皇
↑
↓
（
庶
）
ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
銘
文
で
は
明
白
に
欽
明
天
皇
が
「
キ
タ
シ
ヒ
メ
ノ

ミ
コ
ト
」
を
娶
っ
て
「
大
后
」
に
し
た
と
あ
る
。
大
后
の
所
生
の
「
ト
ヨ
ミ

ケ
カ
シ
キ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
」
が
「
庶
妹
」
と
記
さ
れ
て
は
整
合
性
に
欠
け

る
。
明
ら
か
に
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
庶
妹
」
は
、
そ
の
母
親
の
地
位

に
由
来
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
同
腹
兄
弟
の
地
位
と
の
関
連
性
も

見
出
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
「
ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
」

が
庶
出
で
あ
れ
ば
、
そ
の
同
腹
兄
弟
の
用
明
天
皇
も
同
じ
く
庶
出
の
は
ず
だ

が
、
用
明
の
結
婚
に
な
る
と
、「
オ
ア
ネ
ヒ
メ
」
所
生
の
ア
ナ
ホ
ベ
ハ
シ
ビ
ト

ノ
ミ
コ
が
「
庶
妹
」
と
な
り
、
嫡
庶
関
係
は

母
（
嫡
）
キ
タ
シ
ヒ
メ
↑
↓
（
庶
）
オ
ア
ネ
ヒ
メ

子
（
嫡
）
用
明
天
皇

↑
↓
（
庶
）
ア
ナ
ホ
ベ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ

に
変
わ
る
。
天
皇
に
よ
っ
て
、
嫡
庶
関
係
が
移
動
し
て
い
る
の
が
明
白
に
看

取
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
庶
妹
」
は
先
学
が
指
摘
し
た

と
お
り
、
本
来
の
嫡
庶
制
度
と
異
な
り
、
単
な
る
「
異
母
妹
」
の
意
味
を
表

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
用
法
は
後
に
成
立
し
た
『
法
王
帝
説
』
に

も
継
承
さ
れ
、

イ

ハ

レ
ノ
イ
ケ
ノ

ベ
ノ
ナ
ミ
ツ
キ
ノ

ミ
ヤ
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
シ
シ
タ
チ
バ
ナ
ノ
ノ
ト
ヨ
ヒ
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト

伊
波
禮
池
邊
雙
槻
宮

治

天

下

橘
豊
日

天

皇
娶
庶
妹

ア
ナ
ホ
ベ
ノ
ハ
シ
ビ
ト
ノ
ミ
コ

ウ
マ
ヤ
ト
ノ
ト
ヨ
ト
ミ
ミ
ノ
シ
ヤ
ウ
ト
ク

穴
太
部
間
人
王
為
大
后
生
児
厩
戸
豊
聡
耳
聖
徳
法
王
次
久
米
王
次
殖

栗
王
次
茨
田
王

と
あ
り（
八
）
、
さ
ら
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

『
古
事
記
』
に
な
る
と
、「
庶
妹
」
の
用
例
が
一
層
増
え
、
主
に
中
巻
と
下
巻

の
天
皇
の
系
譜
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
敏
達
記
に

ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

此
天
皇
（
敏
達
）
娶
二

庶
妹
豊
御
食
炊
屋
比
売
命
一
、
生
御
子
、
静
貝

王
、
亦
名
、
貝
蛸
王
、
次
‥
此
天
皇
（
敏
達
）
之
御
子
等
、
並
十
七
王

之
中
、
日
子
人
太
子
、
娶
二
庶
妹
田
村
王
、
亦
名
糠
代
比
売
命
一
、
生
御

「嫡」・「庶」考（１）

（３）
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子
‥
又
、
娶
二
庶
妹
玄
王
一
、
生
御
子
、
山
代
王
、
次
‥
。

と
あ
り
、
用
明
記
を
見
て
も
、

此
天
皇
（
用
明
）、
娶
二
稲
目
宿
禰
大
臣
之
女
、
意
富
芸
多
志
比
売
一
、

ハ
シ
ヒ
ト
ノ
ア
ナ
ホ
ベ
ノ
ミ
コ

生
御
子
、
多
米
王
一柱
、
又
、
娶
二
庶
妹
間
人
穴
太
部
王
一
、
生
御
子
、
上

宮
之
厩
戸
豊
聡
耳
命
、
次
‥

と
あ
る
。
人
名
の
表
記
は
「
繍
帳
銘
」
や
『
法
王
帝
説
』
と
違
う
も
の
の
、

発
音
は
同
じ
で
同
一
人
物
を
指
し
て
お
り
、
同
様
の
用
法
で
あ
る
。
こ
の

「
庶
妹
」
は
「
嫡
↑
↓
庶
」
の
秩
序
概
念
そ
の
も
の
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い

が
、
明
ら
か
に
両
語
の
持
つ
対
立
的
意
味
を
利
用
し
た
用
法
で
あ
る
。
つ
ま

り
こ
こ
の
「
庶
妹
」
が
用
い
ら
れ
た
大
前
提
は
、
天
皇＝

正
嫡
、
そ
の
異
母

兄
弟
姉
妹＝

「
庶
」
と
い
う
王
権
中
心
的
な
嫡
庶
観
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
異
母
妹
を
「
庶
妹
」
と
記
す
用
法
の
生
ま
れ
た
契
機
は
、
王
室

の
系
譜
作
成
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
史
料
に
見
え

る
「
庶
妹
」
が
例
外
な
く
王
室
の
婚
姻
関
係
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
明
瞭
な
形
で
示
し
て

く
れ
た
の
は
、『
古
事
記
』
の
、
推
古
天
皇
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
、
敏
達
記
に
「
此
天
皇
（
敏
達
）、
娶
庶
妹
豊
御
食
炊
屋
比
売
命
」

云
々
と
あ
る
が
、
推
古
の
即
位
が
語
ら
れ
る
に
及
び
、「
妹
、
豊
御
食
炊
屋
比

売
命
、
坐
小
治
田
宮
、
治
天
下
」
と
「
妹
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
妹
」
か
ら
「
庶
妹
」
へ
の
変
化
を
単
純
に
言
葉
の
省
略
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
か
ろ
う
。「
天
皇＝

正
嫡
」
と
い
う
嫡
庶
観
か
ら
す
れ
ば
、
即
位
す
る
天
皇

を
「
庶
妹
」
と
記
す
わ
け
に
は
い
な
い
。
逆
に
敏
達
天
皇
の
婚
姻
配
偶
者
と

し
て
記
さ
す
時
に
「
妹
」
と
記
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
れ
も
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
妹
」
の
み
書
く
と
、
同
母
兄
妹
婚
と
誤
解
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
日
本
社
会
で
は
、
同
母
兄
妹
の
関

係
が
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
例
で
見
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に

天
皇
崩
之
後
、
定
二
木
梨
之
軽
太
子
所
一
レ
知
二
日
継
一
。
未
即
レ
位
之

間
、
姦
二
其
伊
呂
妹
、
軽
大
郎
女
一
‥
是
以
、
百
官
及
天
下
人
等
、
背
二

軽
太
子
一
而
、
帰
二
穴
穂
御
子
一
。（
允
恭
記
）

と
あ
る
。「
伊
呂
妹
」
と
は
、
同
母
妹
で
あ
る
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
允

恭
紀
を
見
れ
ば
分
か
る
。

二
十
三
年
春
三
月
甲
午
朔
庚
子
、
立
二
木
梨
軽
皇
子
一
為
二
太
子
一
。
‥

二
十
四
年
夏
六
月
、
御
膳
羹
汁
凝
以
作
レ
氷
。
天
皇
異
之
。
卜
二
其
所

由
一
。
卜
者
曰
、
有
二
内
乱
一
。
蓋
親
親
相
�
乎
。
時
有
レ
人
曰
。
木
梨
軽

太
子
�
二
同
母
妹
軽
大
娘
皇
女
一
。
因
以
推
問
焉
。
辞
既
実
也
。
太
子

為
二
儲
君
一
、
不
レ
得
レ
罪
。
則
流
二
軽
大
娘
皇
女
於
伊
予
一
‥

史
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
記
紀
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
た
の
は
、

同
母
妹
と
の
関
係
の
タ
ブ
ー
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
観
念
と
し
て
は
許

さ
れ
な
い
罪
で
あ
り
、
羹
が
凝
っ
て
し
ま
う
兆
し
が
現
れ
る
ほ
ど
忌
ま
わ
し

い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
古
代
日
本
の
王
室
に
お
い
て
、
異
母
兄
弟
姉
妹
間

の
結
婚
は
禁
忌
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
『
古
事
記
』
の
「
庶
妹
」
の
用
例
の

言語文化論集 第���巻 第１号
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多
さ
（
九
）
か
ら
見
て
も
、
当
時
の
王
室
で
は
、
異
母
兄
妹
婚
が
一
般
に
行
わ

れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、『
日
本
書
紀
』
に
な
る
と
、「
庶
妹
」
の
表

記
が
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
書
紀
が
異
母

兄
妹
婚
を
タ
ブ
ー
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
敏
達
紀
を
見
る
と
、

四
年
春
正
月
丙
辰
朔
甲
子
、
立
二
息
長
真
手
王
女
広
姫
一
為
二
皇
后
一
。

是
生
二
一
男
二
女
一
。

と
あ
り
、
そ
の
年
の
十
一
月
の
記
事
に
「
冬
十
一
月
、
皇
后
広
姫
薨
。」
と
あ

る
。
そ
れ
に
続
き
、

ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ

五
年
春
三
月
己
卯
朔
戊
子
、
有
司
請
レ
立
二
皇
后
一
、
詔
立
二
豊
御
食
炊

ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

屋
姫
尊
一
為
二
皇
后
一
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
豊
御
食
炊
屋
姫
尊
」
と
敏
達
天
皇
の
結
婚
及
び
そ
の

立
皇
后
の
事
実
の
み
伝
え
ら
れ
、
二
人
の
異
母
兄
妹
の
続
柄
に
つ
い
て
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
用
明
紀
も
同
じ
く

ア
ナ
ホ
ベ
ノ
ハ
シ
ヒ
ト
ノ
ミ
コ

元
年
春
正
月
壬
子
朔
。
立
二
穴
穂
部
間
人
皇
女
一
為
二
皇
后
一
。
是
生
二
四

男
一
。
其
一
曰
二
厩
戸
皇
子
一
。
更
名
豊
耳
聡
聖
徳
。
或
名
二
豊
耳
法

大
王
一
。
或
云
二
法
主
王
一
。

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
仁
徳
紀
に
、
太
子
莵
道
稚
郎
子
の
死
が
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
人
物
は
大
鷦
鷯
尊
（
仁
徳
）
に
王
位
を
譲
る
た
め
に
自
殺
を
す
る

が
、
死
ぬ
前
に
、
仁
徳
に
対
し
て
、「
乃
進
二
同
母
妹
八
田
皇
女
一
曰
、
雖
レ

不
レ
足
二
納
採
一
、
僅
充
二
掖
庭
之
数
一
。」
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
か
ら
、「
乃

且
伏
レ
棺
而
薨
」
と
あ
る
。
仁
徳
天
皇
と
八
田
皇
女
も
異
母
兄
妹
で
あ
る
。
即

ち
、『
日
本
書
紀
』
の
場
合
、「
繍
帳
銘
」
以
来
用
い
ら
れ
た
「
庶
妹
」
を
排

除
し
た
も
の
の
、
異
母
兄
妹
の
結
婚
の
事
実
そ
の
も
の
は
記
録
す
る
方
針
を

取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
は
、『
日
本
書
紀
』
全
体
の
用
語
選
定
に

関
わ
る
問
題
で
、
端
正
な
表
現
に
拘
る
編
者
か
ら
み
れ
ば
、
中
国
の
文
献
に

あ
ま
り
用
例
の
な
い
「
庶
妹
」
は
規
範
的
で
は
な
い
の
で
あ
え
て
取
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

②

異
母
婚
と
「
庶
母
」、「
庶
兄
」、「
嫡
后
」

系
譜
記
載
の
婚
姻
記
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
庶
妹
」
の
み
で
は

な
く
、
「
庶
兄
」
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
庶
兄
」
の
用
例
を
検
討

し
て
み
る
。『
法
王
帝
説
』
に
「
聖
王
庶
兄
多
米
王
其
父
池
邊
天
皇
崩
後
娶
聖

ア
ナ
ホ
ベ
ノ
ハ
シ
ヒ
ト
ノ
ミ
コ

王
母
穴
太
部
間
人
王
生
児
富
女
王
也
」
と
あ
る
。
多
米
王
は
用
明
天
皇
と
蘇

我
伊
那
米
宿
禰
大
臣
女
伊
志
支
那
郎
女
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
で
、
聖
徳
太

子
と
は
異
母
兄
弟
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
聖
徳
太
子
の
異
母
兄
弟
田
米

王
が
父
帝
用
明
天
皇
の
死
去
後
、
異
母
穴
太
部
間
人
王
と
結
婚
し
、
富
女
王

が
生
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
婚
姻
記
事
に
用
い
ら
れ
た
「
庶

兄
」
は
、『
古
事
記
』
神
武
記
に
も
見
ら
れ
る
。

タ

ギ

シ

ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

故
、
天
皇
（
神
武
）
崩
後
、
其
庶
兄
当
芸
志
美
々
命
娶
二
其
適
后
伊
須
気

余
理
比
売
一
之
時
、
将
レ
殺
二
其
三
弟
一
而
謀
之
間
、
其
御
祖
伊
須
気
余

理
比
売
、
患
苦
而
、
以
レ
歌
レ
令
知
二
其
御
子
等
一
歌
曰
…
（
略
）

こ
れ
は
神
武
崩
御
後
綏
靖
天
皇
即
位
前
の
記
述
で
あ
る
。
当
芸
志
美
々
命

は
神
武
天
皇
と
阿
比
良
比
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
で
、
三
人
の
弟
は
神

「嫡」・「庶」考（１）
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武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
達
で
あ
る
。『
古
事

記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
神
武
天
皇
の
崩
御
後
、
そ
の
長
子
当
芸
志
美
々
美

命
は
異
母
で
あ
る
神
武
の
后
の
伊
須
気
余
理
比
売
を
娶
っ
て
、
さ
ら
に
彼
女

の
生
ん
だ
三
人
の
異
母
兄
弟
を
殺
そ
う
と
し
た
。
伊
須
気
余
理
比
売
が
そ
れ

を
察
知
し
、
歌
で
自
分
の
子
供
達
に
知
ら
せ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。『
日
本

書
紀
』
綏
靖
紀
を
見
る
と
、

タ
ギ
シ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

其
庶
兄
手
研
耳
命
行
年
已
長
、
久
歴
二
朝
機
一
。
故
亦
委
レ
事
而
親
之
。

然
其
王
立
操
�
懐
。
本
乖
二
仁
義
一
。
遂
以
諒
闇
之
際
、
威
福
自
由
。
苞
二

蔵
禍
心
一
。
図
レ
害
二
二
弟
一

と
あ
り
、
こ
の
人
物
の
、
異
母
と
の
結
婚
の
話
が
削
除
さ
れ
、
し
か
も
異
母

弟
に
害
を
与
え
よ
う
と
す
る
反
乱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『
法
王
帝
説
』

に
お
い
て
聖
徳
太
子
を
正
統
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
其
の
異
母
兄
弟
が
「
庶

兄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
敵
視
さ
れ
て
い
な
い
。
『
古
事
記
』
に

な
る
と
、
結
婚
の
記
事
に
続
き
、
兄
弟
に
害
を
与
え
よ
う
と
す
る
悪
者
と
し

て
描
か
れ
、
敵
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
恐
ら
く
こ
の
異
母
兄
弟
達
の
間
で

王
位
を
巡
る
争
い
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
神
武
天
皇
が
崩
御
後
、
そ

の
長
子
当
芸
志
美
々
美
命
が
異
母
を
娶
る
こ
と
に
、『
法
王
帝
説
』
の
多
米

王
と
穴
太
部
間
人
王
の
結
婚
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
の
当

芸
志
美
々
命
に
用
い
ら
れ
た
「
庶
兄
」
は
、
明
ら
か
に
後
に
即
位
す
る
綏
靖

天
皇
を
意
識
し
た
用
語
法
で
あ
る
が
、
そ
の
結
婚
相
手
の
伊
須
気
余
理
比
売

が
「
適
后
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
見
逃
せ
な
い
。『
古
事
記
』
に
お
け
る

「
適
后
」
の
用
例
は
二
例
し
か
な
く
、
一
例
は
大
穴
遅
神
が
大
国
主
神
に
な
っ

た
時
に
、
そ
の
妻
の
須
勢
理
毘
売
が
「
適
后
」
と
記
さ
れ
た
用
例
で
、「
庶
」

と
必
ず
し
も
対
応
し
た
用
法
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
神

武
紀
に
用
い
ら
れ
た
こ
の
「
適
后
」
は
、
そ
の
所
生
の
神
沼
河
耳
命
（
綏
靖
）

の
母
親
と
し
て
の
正
統
性
を
主
張
す
る
意
識
に
よ
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
の
帝
紀
に
見
ら
れ
る
后
妃
の
呼
称
か
ら
見
て
、
そ

の
特
異
さ
が
際
立
つ
。
従
っ
て
、
こ
こ
の
「
適
后
」
も
、
先
述
し
た
「
庶
妹
」

と
同
様
に
婚
姻
禁
忌
の
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
こ
こ
の
「
庶
兄
」
の
「
庶
」
と
「
適
后
」
の
「
適
（
嫡
）」
も
対
立
概
念

で
以
っ
て
血�

の�

繋�

が�

ら�

な�

い�

異�

母�

子�

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。「
嫡
后
��
庶
兄
」
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
並
べ
方
か
ら
見
て
も
、
そ

の
強
調
の
重
点
は
「
嫡
��
庶
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、
ど
ち
ら
を

「
庶
」
に
し
「
嫡
」
に
す
る
か
は
正
統
の
基
準
の
置
き
方
に
よ
っ
て
異
な
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、「
庶
母
��
嫡
子
」
の
関
係
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。『
古

事
記
』
孝
元
記
に

此
天
皇
、
娶
二
丹
波
之
大
県
主
、
名
由
碁
理
之
女
、
竹
野
比
売
一
…
又
、

娶
二
庶
母
伊
迦
賀
色
許
売
命
一
、
生
御
子
、
御
真
木
入
日
子
印
恵
命
。

と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
開
化
紀
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

六
年
春
正
月
辛
丑
朔
甲
寅
、
立
二
伊
香
色
謎
命
一
為
二
皇
后
一

�
�

是
庶

母
也

開
化
が
父
帝
孝
元
天
皇
の
妃
を
娶
っ
た
と
あ
る
が
、
伊
香
色
謎
命
が
孝
元
紀

で
は
后
で
は
な
く
妃
と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
の
「
庶
母
」
と
は
伊
香
色
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謎
命
の
身
分
を
言
っ
て
い
る
可
能
性
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
こ
れ
ま

で
見
た
「
庶
妹
」
の
用
例
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
庶
」
も
「
異
母
」
の
意
に

重
き
を
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
天
皇
の
婚
姻
記
事
と
し
て
は
、
異
母
妹

は
「
庶
妹
」
で
あ
る
と
同
様
に
、
異
母
は
「
庶
母
」
と
記
す
の
が
原
則
の
よ

う
で
あ
る
。
『
爾
雅
』
に
よ
れ
ば
、
「
庶
母
」
と
は
、
「
父
之
妾
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
父
の
妾
と
の
関
係
に
関
す
る
記
述
が
中
国
の
古
代
の
記
載
に
も
見

ら
れ
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』
巻
七
傳
十
六
年
春
に
「
衛
宣
公
烝
於
夷
姜
生
急

子
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
夷
姜
宣
公
之
庶
母
也
上
淫
曰
烝
」
と
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
父
の
妾
と
の
関
係
は
「
上
淫
」、「
烝
淫
」
と
さ
れ
て
記
録
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、『
法
王
帝
説
』
や
記
紀
の
記
述
の
仕
方
か
ら
察
す
る
に
、「
庶

母
」
と
の
婚
姻
関
係
は
少
な
い
が
、
淫
乱
と
見
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
古
代

日
本
に
お
い
て
、
異
母
妹
と
の
結
婚
の
み
な
ら
ず
、
異
母
と
の
結
婚
も
禁
忌

の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、『
日

本
書
紀
』
の
異
母
婚
に
対
す
る
記
述
態
度
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
書

紀
は
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
当
芸
志
美
々
美
命
と
「
嫡
后
」
伊
須
気
余
理

比
売
の
結
婚
を
削
除
し
て
い
る
が
、
開
化
と
「
庶
母
」
の
結
婚
は
そ
の
ま
ま

記
録
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
異
母
婚
に
対
す
る
処
理
法
か
ら
、『
日
本
書

紀
』
の
編
者
が
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
異
母
婚
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
嫡

后
��
庶
兄
」
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
記
載
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

要
す
る
に
、
古
代
日
本
の
婚
姻
関
係
の
記
載
に
み
え
る
「
庶
妹
」、「
庶

母
」、「
庶
兄
」
は
、
王
室
の
系
譜
記
載
と
い
う
特
殊
な
文
脈
の
中
で
、
特
殊

な
意
図
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。「
嫡＝

正
統
↑
↓
非
正
統＝

庶
」
と
い
う
嫡
庶
制
度
の
観
念
が
、「
帝＝

嫡
↑
↓
そ
の
異
母
兄
弟＝

庶
」
と

い
う
王
権
中
心
的
な
区
別
法
を
生
み
だ
し
、
さ
ら
に
中
国
語
の
「
庶
兄
」、

「
庶
弟
」
と
い
っ
た
名
称
の
持
つ
「
異
腹
」
と
い
う
意
味
が
、
異
母
兄
妹
婚
、

異
母
子
婚
の
関
係
を
示
す
用
法
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら

の
「
庶
」
を
冠
し
た
名
称
は
、
相
手
の
正
嫡
的
立
場
を
際
立
た
せ
る
た
め
に

用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
母�

系�

的�

に�

血�

の�

繋�

が�

ら�

な�

い�

異
母
（
兄
、
妹
）
と
い
っ

た
関
係
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
の
方
が
よ

り
実
質
的
で
、
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
語
の

「
庶
兄
」
、「
庶
弟
」
は
婚
姻
関
係
の
記
載
と
無
縁
で
あ
り
、
管
見
の
限
り
、
一

例
し
か
な
い
「
庶
妹
」
の
用
法
も
服
紀
関
係
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
「
嫡
」
と
「
庶
」
の
対
立
関
係
に
よ
っ
て
、
血
の
繋
が
ら
な
い

異
母
（
兄
、
妹
）
を
示
す
こ
の
用
法
は
、
日
本
の
慣
習
か
ら
生
ま
れ
た
特
殊

な
用
法
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
古
代
日
本
人
の
婚
姻
禁
忌
観
念
が
厳
然
と
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

『
古
事
記
』
の
「
嫡
妻
」
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
「
繍
帳
銘
」
や
『
法
王
帝
説
』

の
「
庶
妹
」
の
用
法
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
見
な

い
「
嫡
」
を
冠
し
た
名
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
嫡
妻
」
四
例
と
「
嫡
后
」

二
例
で
、
す
べ
て
婚
姻
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
用
例
を
掲
げ
て
お

「嫡」・「庶」考（１）
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す

さ

の
を
の
み
こ
と

①
（
須
佐
能
男
命
）
呼
謂
二
大
穴
遅
神
一
曰
、
「
其
、
汝
所
レ
持
之
生
大
刀
・
生

弓
矢
以
而
、
汝
庶
兄
弟
者
追
二
伏
坂
之
尾
一
、
亦
、
追
二
撥
河
之
瀬
一
而
、
意

礼
二
字
以
レ
音
、
為
二
大
国
主
神
一
‥
其
我
之
女
須
世
毘
売
為
二
適
妻
一
而
、
於
二
宇

迦
能
山
三
字
以
レ
音
之
山
本
一
、
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
刀
斯
理
此
四
字

以
レ
音

、
於
二
高
天

原
一
氷
椽
多
迦
斯
理
此
四
字

以
レ
音

而
居
、
是
奴
也
（
上
巻
神
代
）

②
故
、
其
八
上
比
売
者
。
如
二
先
期
一
美
刀
阿
多
波
志
都
此
七
字

以
レ
音

。
故
、
其
八
上

比
売
、
雖
二
率
来
一
、
畏
二
其
適
妻
須
世
理
毘
売
一
而
、
其
所
レ
生
子
者
刺
二

挟
木
俣
一
而
返
。（
同
右
）

や

ち
ほ
こ
の
か
み

こ
し
の
く
に

ぬ
な
か
は
ひ

め

③
此
八
千
矛
神
、
将
レ
婚
二
高
志
国
之
沼
河
比
売
一
幸
行
之
時
、
到
二
其
沼
河

比
売
之
家
一
、
歌
曰
（
略
）
‥
其
神
之
適
后
。
須
世
理
毘
売
命
、
甚
為
嫉

妬
。（
同
右
）

④
故
、
天
皇
（
神
武
天
皇
）
崩
後
。
其
庶
兄
当
芸
志
美
美
命
。
娶
二
其
適
后
伊

須
気
余
理
比
売
一
之
時
、
将
レ
殺
二
其
三
弟
一
而
謀
之
間
、
其
御
祖
伊
須
気

余
理
比
売
、
患
苦
而
、
以
レ
歌
令
レ
知
二
其
御
子
等
一
、
歌
曰
‥
（
略
）（
中
巻

神
武
記
）

⑤
昔
、
有
二
新
羅
国
王
之
子
一
。
名
、
謂
二
天
之
日
矛
一
。
是
人
、
参
渡
来
也
。

所
二
以
参
渡
来
一
者
、
‥
‥
（
天
之
日
矛
が
）
将
二
来
其
玉
一
、
置
二
於
床

辺
一
、
即
化
二
美
麗
嬢
子
一
。
仍
婚
、
為
二
嫡
妻
一
。
爾
、
其
嬢
子
、
常
設
二

種
々
之
珍
味
一
、
恒
食
二
其
夫
一
。
故
、
其
国
主
之
子
、
心
奢
詈
レ
妻
、
其
女

人
言
、
凡
、
吾
者
、
非
下
応
レ
為
二
汝
妻
一
之
女
上
。
将
レ
行
二
吾
祖
之
国
一
、

即
窃
乗
二
小
船
一
、
逃
遁
度
来
、
留
二
于
難
波
一
。（
中
巻

応
神
記
）

⑥
天
皇
、
為
二
伊
呂
弟
大
長
谷
王
子
一
而
、
坂
本
臣
等
之
祖
、
根
臣
、
遣
二
大

日
下
王
之
許
一
、
令
レ
詔
者
、
汝
命
之
妹
、
若
日
下
王
、
欲
レ
婚
二
大
長
谷
王

子
一
。
故
、
可
貢
。
‥
根
臣
、
即
盗
二
取
其
礼
物
之
玉
縵
一
、
讒
二
大
日
下

王
一
曰
、
大
日
下
王
者
、
不
レ
受
二
勅
命
一
曰
、
己
妹
乎
、
為
二
等
族
之
下
席
一

而
、
取
二
横
刀
之
手
上
一
而
怒
歟
。
故
、
天
皇
、
大
怨
、
殺
二
大
日
下
王
一

而
、
取
二
持
来
其
王
之
嫡
妻
、
長
田
大
郎
女
一
。
為
二
皇
后
一
（
安
康
記
）
。

ま
ず
所
謂
「
国
作
り
」
の
物
語
に
用
い
ら
れ
る
①
、
②
の
「
嫡
妻
」
と
③

す

せ

り

び

め

の
「
嫡
后
」
を
検
討
す
る
。
三
例
と
も
須
佐
能
男
命
大
神
の
娘
須
勢
理
毘
売

を
指
し
て
い
る
。
例
①
は
須
佐
能
男
命
大
神
が
大
穴
牟
遅
神
を
一
国
の
主
宰

者
た
る
大
国
主
神
に
承
認
す
る
条
件
と
し
て
、
我
が
娘
を
「
適
妻
」
に
せ
よ

や
か
み
ひ

め

ぬ
な

と
要
請
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
例
②
、
③
は
大
国
主
神
と
八
上
比
売
、
沼

か
は
ひ

め

す

せ

り

び

め

河
比
売
と
の
結
婚
の
話
の
中
で
須
勢
理
毘
売
の
こ
と
が
語
ら
れ
た
箇
所
で
あ

る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、
須
佐
之
男
大
神
の
承
認
を
さ
か
い
め

に
須
勢
理
毘
売
、
大
穴
遅
神
及
び
そ
の
異
母
兄
弟
達
の
名
称
に
変
化
が
生
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
須
佐
能
男
命
大
神
が
大
穴
遅
神
を
一
国
の
主

宰
者
の
「
大
国
主
神
」
を
承
認
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
大
穴
遅
神
の
兄
弟
達

は
「
兄
弟
」
↓
「
庶
兄
弟
」
、
そ
の
妻
須
勢
理
毘
売
は
「
妻
」
↓
「
嫡
妻
」
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
須
佐
之
男
大
神
の
承
認
が
あ
る
種
の
正
統
性
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
嫡
妻
」
や
「
嫡
后
」
は
複
数
の
女
性
の
関
係
を
意

識
し
た
名
称
な
の
で
、
例
②
や
③
に
見
る
よ
う
な
、
大
国
主
神
の
新
た
な
結
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婚
の
話
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
働
き
も
持
っ
て
い
る
。
例
①
、
例
②
と
例
③

に
見
ら
れ
る
「
嫡
妻
」
と
「
嫡
后
」
の
相
違
は
、
拠
っ
た
旧
辞
が
系
統
を
異

に
す
る
こ
と
か
ら
由
来
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
（
一
〇
）
、
須
勢
理
毘
売
の

「
嫡
后
」
と
夫
の
大
穴
遅
神
の
呼
称
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
。
即
ち
、
例
③
に
見
え
る
よ
う
に
大
穴
遅
神
の
呼
称
も
変
化
し
、

や
ち
ほ
こ
の
か
み

八
千
矛
神
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
両
者
の
対
応
関
係
は
、

や
ち
ほ
こ
の
か
み

大
穴
遅
神

―
―
大
国
主
神
―
―
八
千
矛
神

須
勢
理
毘
売
―
―

嫡
妻

―
―
嫡
后

と
な
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
記
載
法
を
見
る
と
、
天
皇
の
配
偶
者
に

「
后
」、
そ
れ
以
外
の
配
偶
者
に
「
妻
」
と
い
う
ふ
う
に
用
語
の
使
い
分
け
を

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
一
一
）
。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
⑤
⑥
を
見
れ
ば

一
層
明
瞭
に
な
る
。
⑤
は
応
神
記
の
用
例
で
、
神
功
皇
后
の
祖
先
で
あ
る
新

羅
の
王
子
天
之
日
矛
が
海
を
越
え
て
渡
来
し
た
由
来
を
語
る
箇
所
で
あ
る
。

新
羅
の
王
子
な
の
で
、
そ
の
配
偶
者
に
「
嫡
妻
」
を
宛
て
て
い
る
。
⑥
は
安

康
記
に
出
て
く
る
用
例
で
、
安
康
天
皇
が
同
母
兄
弟
の
大
長
谷
王
子
の
た
め

に
、
大
日
下
王
の
妹
に
求
婚
し
た
が
、
臣
下
の
讒
言
で
、
大
日
下
王
の
こ
と

を
誤
解
し
、
大
日
下
王
を
殺
し
て
、
そ
の
妻
を
自
分
の
后
に
し
た
と
い
う
話

で
あ
る
。
そ
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
「
嫡
妻
」
も
大
日
下
王
の
配
偶
者
と
し

て
の
意
味
で
あ
る
。
二
例
と
も
天
皇
以
外
の
者
の
配
偶
者
を
指
し
て
い
る
。

従
っ
て
例
③
の
国
作
り
の
話
に
み
え
る
「
嫡
后
」
は
、
須
勢
理
毘
売
が
天
皇

の
配
偶
者
と
し
て
目
さ
れ
て
い
る
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
傍

証
と
し
て
例
③
に
八
矛
神
が
沼
河
比
売
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
に
「
幸
行
」

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
幸
行
」
と
い
う
言
葉
は

天
皇
に
対
し
て
の
み
用
い
る
の
が
原
則
で
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
八
矛
神
を
「
天
下
」
の
支
配
者
と
し
て
、
天
皇
に
等
し
い
待
遇
表
現
を

与
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
二
）
。
も
っ
と
も
、
先
述

し
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
嫡
后
」
は
僅
か
二
例
で
、
一
例
は
先

に
触
れ
た
伊
須
気
余
理
比
売
と
当
芸
志
美
々
命
の
異
母
子
の
結
婚
を
示
す
用

法
で
あ
る
が
、
須
勢
理
毘
売
に
用
い
ら
れ
る
こ
の
「
嫡
后
」
は
、
そ
の
夫
大

穴
遅
神
が
天
皇
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
た
名
称
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、「
国
作
り
」
の
話
が
拠
っ
た
素
材
が
違
っ
て

い
て
も
、
恐
ら
く
編
纂
時
に
編
者
が
一
つ
の
脈
絡
の
あ
る
も
の
に
仕
上
げ
る

た
め
に
、
時
間
順
に
、
そ
し
て
人
物
の
身
分
変
化
に
即
し
て
「
妻
」、「
嫡

妻
」、「
嫡
后
」
を
使
い
分
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
川
副
武
胤
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
氏
は
、

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
妻
」、「
嫡
妻
」、「
嫡
后
」
と
い
っ
た
名
称
は
す
べ

て
物�

語�

的�

記�

事�

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
）
。「
嫡
妻
」
の

四
例
は
神
代
二
例
、
異
国
の
王
子
の
婚
姻
一
例
、
歴
代
記
に
は
安
康
記
の
一

例
の
み
―
そ
れ
も
物
語
的
部
分
―
に
用
い
ら
れ
、「
嫡
后
」
は
神
代
一
例
、
あ

と
一
例
は
前
述
し
た
神
武
記
に
み
え
る
「
庶
兄
」
と
「
嫡
后
」
の
結
婚
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
天
皇
の
系
譜
部
分
に
用
い
ら
れ
た
「
庶
」
の

用
法
と
対
照
的
で
、
逆
に
言
え
ば
、
物
語
的
記
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
嫡

「嫡」・「庶」考（１）
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后
」、「
嫡
妻
」
は
、
系
譜
部
分
の
記
載
方
式
と
一
線
を
画
し
た
用
法
で
あ

る
。
『
古
事
記
』
の
天
皇
の
系
譜
は
「
此
天
皇
、
娶
〜
生
〜
次
（
又
、
亦
娶
〜

生
」
と
い
う
娶
生
形
式
の
記
載
で
あ
り
、
文
中
或
い
は
分
注
に
「
大
后
」
の

名
称
が
用
い
ら
れ
る
の
み
で
、
后
妃
間
の
差
が
殆
ど
見
分
け
ら
れ
な
い
。

「
大
后
」
の
用
例
を
見
る
と
、
す
べ
て
天
皇
の
母
親
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

る
（
一
四
）
。
「
后
」
と
「
大
后
」
の
両
語
の
差
を
示
し
て
く
れ
た
の
は
、
垂
仁

后
の
后
妃
達
に
関
す
る
称
号
の
用
法
で
あ
る
。
垂
仁
后
の
沙
本
毘
売
は
『
古

事
記
』
の
中
で
悲
劇
的
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
彼
女
は
終
始

「
后
」
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
垂
仁
后
の
比
婆
須
比
売
命
は
「
大
后
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
称
号
の
差
が
恐
ら
く
そ
の
所
生
の
皇
子
が
即
位

し
た
か
否
か
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
沙
本
毘
売
は
反
乱
を
起
こ
そ

う
と
す
る
同
母
兄
と
と
も
に
死
ん
だ
こ
と
、
そ
の
皇
子
が
即
位
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
「
大
后
」
と
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
比
婆
須
比
売
命
の
生
ん
だ
皇
子

が
景
行
天
皇
と
な
っ
た
の
で
「
大
后
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
大
后
」
は

こ
れ
ら
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
帝
の
母
親
の
称
号
で
、
そ
の
所
生
の
皇
子
が

即
位
し
た
こ
と
か
ら
事
後
的
に
宛
て
ら
れ
た
称
号
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
帝
紀
部
分
の
ほ
か
、
物
語
的
記
事
に
「
大
后
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
安

康
記
の
長
田
大
郎
女
、
雄
略
記
の
若
日
下
部
王
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
后
妃

が
「
大
后
」、「
嫡
后
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
継
承
者
と
な
る
べ
き
皇
子
を
生

ん
で
い
な
い
こ
と
は
、
恐
ら
く
允
恭
の
皇
統
の
断
絶
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
允
恭
系
統
が
清
寧
天
皇
で
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
顕
宗
―

仁
賢
の
皇
統
の
存
在
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
役
割
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、『
古
事
記
』
の
編
纂
を
命
じ

た
天
武
天
皇
の
直
系
の
祖
先
に
あ
た
る
欽
明
天
皇
は
、
仁
賢
天
皇
の
皇
女
手

白
髪
命
と
継
体
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
夙
に
多
く
の
研
究
者
に
指
摘
さ
れ

た
（
一
五
）
、
雄
略
記
と
国
作
り
物
語
の
関
係
か
ら
見
て
も
、
天
武
朝
ま
た
そ

れ
に
近
い
時
期
に
、
従
来
帝
紀
に
用
い
ら
れ
た
「
大
后
」
の
記
載
法
と
違
う

「
嫡
妻
」、「
嫡
后
」
な
ど
と
い
っ
た
嫡
庶
系
の
名
称
が
神
話
な
ど
物
語
的
記

事
に
添
加
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
名
称
が
帝

紀
の
系
譜
に
は
持
ち
込
ま
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
従
来
の
系
譜
記
載
を
尊
重
し
よ

う
と
す
る
『
古
事
記
』
の
編
者
の
態
度
が
窺
え
る
。
ま
た
女
性
の
、
配
偶
者

と
し
て
の
身
分
に
よ
っ
て
「
妻
」、「
嫡
妻
」、「
嫡
后
」
と
名
称
を
変
え
る
と

い
う
用
法
か
ら
見
て
も
、
そ
の
区
別
の
意
識
は
複
数
の
妻
の
地
位
に
お
け
る

嫡
庶
の
問
題
に
な
く
、
天
皇
の
妻
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

『
日
本
書
紀
』
の
「
嫡
子
」
に
つ
い
て

『
古
事
記
』
に
婚
姻
配
偶
者
を
指
す
「
嫡
妻
」、「
嫡
后
」
が
あ
る
の
に
対

し
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
そ
れ
が
な
く
、
継
承
者
を
表
す
「
嫡
子
」
の
二
例
し

か
な
い
。
し
か
も
継
体
紀
一
例
と
欽
明
紀
一
例
で
、
何
れ
も
欽
明
天
皇
を
指

言語文化論集 第���巻 第１号
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し
て
い
る
。
極
め
て
特
異
な
用
法
で
あ
る
。
ま
ず
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

①
甲
子
、（
Ａ
）
立
二
皇
后
手
白
香
皇
女
一
修
二
教
于
内
一
。（
Ｂ
）
遂
生
二
一
男
一
。

是
為
二

天
国
排
開
広
庭
尊
一
。
開
、
此
云
二

波
羅
企
一
。
是
嫡
子
而
幼
年
。
於
二

二
兄
治

後
一
、
有
二
其
天
下
一
。（
継
体
紀
）

②
天
国
排
開
広
庭
天
皇
、
男
大
跡
天
皇
嫡
子
也
。
母
曰
二
手
白
香
皇
后
一
。
天

皇
愛
之
、
常
置
二
左
右
一
。（
欽
明
紀
）

こ
の
二
例
に
幾
つ
か
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
例
①
は
継
体
紀
に
あ
る

立
皇
后
の
記
述
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
立

后
と
そ
の
所
生
に
関
す
る
記
載
は
、
す
べ
て
（
Ａ
）「
〜
年
〜
、
立
〜
為
皇

后
」
と
い
う
立
后
の
記
載
に
続
き
、（
Ｂ
）「（
皇
）
后
生
〜
皇
子
（
皇
女
）、

〜
天
皇
〜
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
継
体
紀
の
場
合
も

（
Ａ
）
は
同
様
で
あ
る
が
、（
Ｂ
）
の
部
分
に
用
い
ら
れ
た
「
嫡
子
」
云
々
の

記
述
は
全
体
か
ら
み
れ
ば
特
異
で
あ
る
。
次
に
例
②
は
欽
明
紀
即
位
の
紹
介

に
あ
る
「
嫡
子
」
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
そ
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
安
閑
と
宣

化
の
名
称
を
意
識
し
た
用
法
で
あ
る
。
安
閑
紀
に

勾
大
兄
広
国
押
武
金
日
天
皇
、
男
大
跡
天
皇
長
子
也
。
母
曰
二

目
子

媛
一
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
同
母
弟
の
宣
化
紀
に

武
小
広
国
押
盾
天
皇
、
男
大
跡
天
皇
第
二
子
也
。
勾
大
兄
広
国
押
武
金

日
天
皇
之
同
母
弟
也
。

と
見
え
て
、「
長
子
」、「
第
二
子
」
と
い
う
出
生
順
に
記
し
て
い
る
。「
長

子
」
と
い
う
語
は
、
書
紀
に
お
い
て
多
く
の
場
合
は
臣
下
の
長
子
を
指
す
の

に
用
い
ら
れ
、
皇
族
の
兄
弟
間
に
用
い
た
の
は
清
寧
紀
の
磐
城
皇
子
と
安
閑

の
み
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
成
清
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
一
六
）
。

磐
城
皇
子
の
場
合
は
、

二
十
三
年
八
月
、
大
泊
瀬
天
皇
崩
。
吉
備
稚
媛
陰
謂
二
幼
子
星
川
皇
子
一

曰
、
欲
レ
登
二
天
下
之
位
一
、
先
取
二
大
蔵
之
官
一
。
長
子
磐
城
皇
子
聞
下

母
夫
人
教
二
其
幼
子
一
之
語
上
曰
、
皇
太
子
雖
二
是
我
弟
一
、
安
可
レ
欺

乎
。
不
レ
可
レ
為
也
。（
清
寧
紀
）

と
あ
る
よ
う
に
、
清
寧
よ
り
も
年
長
の
異
母
兄
で
、
諸
子
の
中
で
最
年
長
で

あ
る
か
ら
「
長
子
」
と
記
さ
れ
る
。
天
皇
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
か
ら
、「
庶

兄
」
と
記
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
こ
の
皇
子
は
異
母
兄
弟
で
あ
っ
て

も
反
乱
し
よ
う
と
す
る
母
と
幼
弟
に
反
対
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
も
見

逃
せ
な
い
。
い
わ
ば
「
庶
兄
」
と
書
け
な
い
異
母
兄
弟
で
あ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
王
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
「
庶
兄
」、「
庶
弟
」

は
、
王
権
を
脅
か
す
異
母
兄
弟
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見

て
も
分
か
る
よ
う
に
、
編
者
の
用
語
選
定
に
は
か
な
り
明
確
な
基
準
が
あ

る
。
で
は
、
安
閑
、
宣
化
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
記
紀
の
嫡
庶
観
は
天
皇＝

嫡
と
い
う
の
が
前
提
な
の
で
、
王
権
の
座

に
即
い
た
安
閑
、
宣
化
は
無
論
「
庶
兄
」
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
欽
明
の
正
統
性
を
強
調
す
る
の
に
は
、
欽
明
を
「
嫡
子
」
と
記
し
て
そ

の
正
嫡
の
地
位
を
強
調
す
る
し
か
な
い
。
先
述
し
た
「
庶
妹
」
が
「
庶
」
に

「嫡」・「庶」考（１）
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よ
っ
て
そ
の
結
婚
相
手
の
正
統
性
を
際
立
た
せ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
欽
明

紀
の
「
嫡
子
」
も
「
嫡
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
異
母
兄
で
あ
る
安
閑
、
宣
化
が

庶
出
で
あ
る
こ
と
を
示
す
方
法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
書
記
に
お
い
て
、
欽
明

に
至
る
ま
で
の
王
位
継
承
を
見
る
に
、
兄
弟
間
の
継
承
は
、
履
中
―
反
正
―

允
恭
の
場
合
、
安
康
―
雄
略
の
場
合
、
賢
宗
―
仁
賢
の
場
合
で
あ
る
。
履

中
、
反
正
、
允
恭
の
三
人
と
も
磐
之
媛
所
生
の
、
同
母
兄
弟
で
、
ま
た
安
康
・

雄
略
も
、
顕
宗
・
任
賢
も
同
母
兄
弟
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
安
閑
、
宣
化
、

欽
明
の
時
に
な
っ
て
始
め
て
異
母
兄
弟
の
連
続
即
位
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
同
母
兄
弟
間
の
王
位
継
承
の
場
合
は
、

瑞
歯
別
天
皇
、
去
来
穂
別
天
皇
同
母
弟
也
。
去
来
穂
別
天
皇
二
年
、
立

為
皇
太
子
。（
反
正
紀
）

雄
朝
津
間
稚
子
宿
禰
天
皇
、
瑞
歯
別
天
皇
同
母
弟
也
。（
允
恭
紀
）

大
泊
瀬
幼
武
天
皇
、
雄
朝
津
間
稚
子
宿
禰
天
皇
第
五
子
也
（
雄
略
紀
）

億
計
天
皇
、
諱
大
脚
、
更
名
大
為
。
自
餘
諸
天
皇
不
レ
言
二
諱
字
一
。
而

至
二
此
天
皇
一
、
独
自
書
者
、
拠
二
旧
本
一
耳
。

字
嶋
郎
。
弘

計
天
皇
同
母
兄
也
。（
仁
賢
紀
）

と
あ
る
よ
う
に
、
雄
略
紀
以
外
は
殆
ど
「
〜
天
皇
の
同
母
兄
（
弟
）」
と
明
示

し
て
あ
る
。
宣
化
紀
に
も

武
小
広
国
押
盾
天
皇
、
男
大
跡
天
皇
第
二
子
也
。
勾
大
兄
広
国
押
武
金

日
天
皇
之
同
母
弟
也
。

と
安
閑
と
の
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
異
母
兄
弟
で
あ
る
安
閑
・

宣
化
の
後
に
即
位
し
た
欽
明
の
場
合
は
、
前
の
帝
と
の
続
柄
に
つ
い
て
は
記

す
わ
け
に
は
な
い
。
同
じ
異
母
兄
弟
の
即
位
の
敏
達
―
用
明
―
崇
神
の
場
合

を
見
て
も
、

橘
豊
日
天
皇
、
天
国
排
開
広
庭
天
皇
第
四
子
也
。
母
曰
堅
塩
媛
。

（
用
明
紀
）

泊
瀬
部
天
皇
、
天
国
排
開
広
庭
天
皇
第
十
二
子
也
。
母
曰
小
姉
君
。

（
崇
峻
紀
）

と
あ
る
よ
う
に
、
兄
弟
間
の
続
柄
を
示
さ
な
い
方
針
で
あ
る
。
で
は
何
故
欽

明
紀
だ
け
「
嫡
子
」
と
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
母
兄
弟
の
庶
出
的
立
場

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
に
、
も
う
一
つ
の

記
載
が
注
目
さ
れ
る
。
宣
化
紀
に

三
月
壬
寅
朔
、
有
司
請
レ
立
二
皇
后
一
。
己
酉
、
詔
曰
。
立
二
前
正
妃
億
計

天
皇
女
橘
仲
皇
女
一
為
二
皇
后
一
。
是
生
二
一
男
二
女
一
。
長
曰
二
石
姫
皇

女
一
、
次
曰
二
小
石
姫
皇
女
一
…
前
庶
妃
大
河
内
稚
子
媛
生
二
一
男
一
。

と
あ
る
が
、
大
河
内
稚
子
媛
王
を
「
庶
妃
」
と
記
し
た
の
は
、
「
正
妃
」
億
計

天
皇
女
橘
仲
皇
女
と
対
立
的
に
書
く
た
め
で
あ
る
（
一
七
）
が
、
橘
仲
皇
女
の

所
生
の
石
姫
皇
女
は
欽
明
天
皇
の
皇
后
で
、
そ
の
腹
に
天
武
大
皇
の
直
接
の

祖
先
に
あ
た
る
敏
達
天
皇
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
編
者
の

意
図
の
所
在
は
も
は
や
明
白
で
あ
る
。
古
代
日
本
政
治
史
の
上
で
、
継
体
・

欽
明
朝
に
は
内
乱
が
起
こ
っ
た
と
い
う
見
解
が
林
屋
辰
三
郎
氏
（
一
八
）
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
内
乱
期
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
定
か

で
は
な
い
が
、
継
体
・
欽
明
紀
に
あ
る
「
嫡
子
」
の
用
法
か
ら
推
察
す
る
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に
、
安
閑
、
宣
化
、
欽
明
の
時
代
に
、
後
に
欽
明
側
の
皇
統
の
正
統
性
を
主

張
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
し
て
何

よ
り
も
重
要
な
の
は
欽
明
系
統
の
正
統
性
が
強
調
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
欽
明
紀
の
「
嫡
子
」
と
宣
化
紀
の
「
正
妃
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
、

天
武
系
か
ら
み
れ
ば
直
系
の
祖
先
に
当
た
る
敏
達
天
皇
が
継
体
の
「
嫡
子
」

で
あ
る
欽
明
と
正
嫡
の
皇
后
腹
の
石
姫
の
間
に
生
ま
れ
た
、
最
も
正
統
な
皇

統
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
父
系
と
母
系
の
両
系
を
嫡
庶

系
名
称
を
巧
み
に
駆
使
し
、
諸
系
統
か
ら
際
立
た
せ
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

こ
の
正
当
化
の
仕
方
か
ら
、
古
代
日
本
人
の
系
譜
観
念
が
窺
え
よ
う
。
先
述

し
た
よ
う
に
「
繍
帳
銘
」
で
は
欽
明
の
「
大
后
」
と
さ
れ
る
の
が
太
子
の
祖

母
―
用
明
、
推
古
の
母
親
で
あ
る
キ
タ
シ
ヒ
メ
で
あ
り
、
敏
達
の
母
親
の
石

姫
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
日
本
書
記
』
で
は
「
渟
中
倉
太
珠
敷

天
皇
、
天
国
排
開
広
庭
天
皇
第
二
子
也
。
母
曰
石
姫
皇
后
。
石
姫
皇
后
、
武
小
広

国
押
盾
天
皇
皇
女
也
」

（
敏
達
紀
）
と
見
え
て
、
石
姫
が
皇
后
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
系
譜

記
載
は
そ
れ
ぞ
れ
正
統
性
の
置
き
所
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
父
系
、

母
系
両
系
の
正
統
性
が
自
己
の
と
こ
ろ
に
収
斂
し
て
、
自
己
の
正
統
性
を
主

張
す
る
点
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
（
一
九
）
。
こ
こ
で
は
、
地
位
を
め
ぐ
っ

て
誰
が
承
け
る
べ
き
か
と
い
う
継
承
の
問
題
で
は
な
く
、
遡
っ
て
血
筋
は
ど

ち
ら
が
正
統
で
あ
っ
た
か
と
い
う
系
譜
の
問
題
で
あ
る
。
記
紀
に
お
い
て

は
、
即
位
を
め
ぐ
っ
て
嫡
庶
の
議
論
を
見
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
節
で
述

べ
る
。

四

嫡
庶
の
王
権
争
い
と
「
庶
兄
」、「
庶
弟
」

先
述
し
た
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
に
「
嫡
妻
」
の
用
例
が
見
え
る
が
、
物
語

の
部
分
に
限
ら
れ
、
系
譜
部
分
の
婚
姻
記
載
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
は
徹
底
し
た
嫡
庶
事
前
決
定
的
な
記
載
法
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
単
な
る
文
飾
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
先
学
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
傍
証
と
し
て
、
中
国
文
献
に
多
く
見
ら

れ
る
「
殺
レ
嫡
（
適
）
立
レ
庶
」
の
記
載
が
記
紀
に
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
中
国
の
正
史
に
は
地
位
の
継
承
を
め
ぐ
る
「
殺
嫡
立
庶
」
の

記
載
が
多
く
見
ら
れ
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』
に
「
夫
人
姜
氏
歸
二
于
齊
一
。
大

歸
也
。
將
行
、
哭
而
過
レ
市
曰
、
天
乎
。
仲
為
二
不
道
一
。
殺
レ
適
立
レ
庶
。
市

人
皆
哭
。
魯
人
謂
二
之
哀
姜
一
」（
文
公
十
八
年
）、「
昭
子
曰
。
叔
孫
氏
有
二

家
禍
一
。
殺
レ
適
立
レ
庶
」（
昭
公
十
二
年
）、「
魯
文
公
薨
。
而
東
門
遂
殺
レ

適
立
レ
庶
。
魯
君
於
レ
是
乎
失
レ
國
」（
昭
公
三
十
二
年
）、『
史
記
』
に
「
十

年
、
幽
王
卒
、
同
母
弟
猶
代
立
、
是
為
二
哀
王
一
。
哀
王
立
二
月
余
、
哀
王
庶

兄
負
芻
之
徒
、
襲
殺
二
哀
王
一
、
而
立
二
負
芻
一
為
レ
王
」（
巻
四
十
楚
世
家
）

な
ど
と
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
嫡
子
」
は
嫡
妻
の
長
子
が
な
る
の
が
慣

習
で
あ
る
。「
大
子
死
。
有
二

母
弟
一

則
立
レ

之
。
無
則
立
レ

長
。
年
鈞
擇
レ

賢
。
義
鈞
則
卜
。
古
之
道
也
」（
春
秋
左
氏
傳
・
襄
公
・
傳
三
十
一
年
）「
王

后
無
レ
嫡
。
則
擇
立
レ
長
。
年
鈞
以
レ
�
。
�
鈞
則
以
レ
卜
。
王
不
立
レ
愛
。
公

卿
無
レ
私
。
古
之
制
也
」
（
同
・
昭
公
・
傳
二
十
六
年
）
な
ど
多
く
の
記
述
か

ら
、
嫡
子
決
定
の
慣
習
法
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
な
が
ら
熾
烈
な
権
力
争
い

「嫡」・「庶」考（１）
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に
よ
っ
て
時
々
破
ら
れ
る
実
態
が
窺
え
る
。「
殺
嫡
立
庶
」
は
庶
子
を
立
て

る
た
め
の
非
常
手
段
で
あ
る
。
一
方
、
記
紀
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
「
殺

嫡
立
庶
」
の
記
述
が
皆
無
で
、「
庶
兄
」、「
庶
弟
」
は
悉
く
敗�

者�

と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
庶
兄
」
の
用
例
が

三
例
あ
る
。
前
述
し
た
「
庶
」
の
用
例
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
問

題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
も
う
一
度
具
体
例
を
見
て
み
る
。

す

さ

の
を
の
み
こ
と

①
須
佐
能
男
命
呼
謂
大
穴
遅
神
曰
「
其
、
汝
所
レ
持
之
生
大
刀
・
生
弓
矢
以

而
、
汝
庶
兄
弟
者
追
二
伏
坂
之
尾
一
、
亦
、
追
二
撥
河
之
瀬
一
而
、
意
礼
二
字

以
音
、
為
二
大
国
主
神
一
（
神
代
）

②
故
、
天
皇
（
神
武
天
皇
）
崩
後
。
其
庶
兄
当
芸
志
美
美
命
。
娶
二
其
適
后
伊

須
気
余
理
比
売
一
之
時
、
将
レ
殺
二
其
三
弟
一
而
謀
之
間
、
其
御
祖
伊
須
気

余
理
比
売
、
患
苦
而
、
以
レ
歌
レ
令
知
二
其
御
子
等
一
歌
曰
‥
（
神
武
記
）

③
故
、
大
毘
古
命
、
更
還
参
上
、
請
二
於
天
皇
一
時
、
天
皇
答
詔
之
、
此
者
、

為
下
在
二
山
代
国
一
我
之
庶
兄
建
波
邇
安
王
、
起
二
邪
心
一
之
表
上
耳
。（
崇

神
記
）

①
の
用
例
は
大
穴
遅
神
が
一
国
の
主
宰
者
と
な
る
経
緯
を
語
る
箇
所
だ
が
、

王
座
を
獲
得
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
反
対
勢
力
で
あ
る
異
母
兄
弟
達
の

呼
称
も
「
兄
」
か
ら
「
庶
兄
」
に
変
わ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
異
母
兄
弟
の
敗
北
は
大
国
主
神
の
勝
利
と
照
応
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
正
嫡
の
地
位
の
獲
得
は
生
得
的
な
条
件
に
よ
る
と
い
う
本
来
の
意

味
と
は
違
い
、
こ
れ
は
事
後
的
に
一
国
の
主
宰
者
た
る
大
国
主
神
を
正
統
と

見
な
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
を
非
正
統
者
の
「
庶
」
と
み
な
す
書
き
方

で
あ
る
。
②
も
先
に
見
た
用
例
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
が
当
芸
志
美
々
命
を

「
庶
兄
」
と
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
後
に
即
位
す
る
綏
靖
天
皇
の
正
統
に
対
す

る
非
正
統
の
意
味
と
、
異
母
子
婚
を
示
す
意
味
の
両
方
を
兼
ね
た
用
例
と
思

わ
れ
る
。
③
の
建
波
邇
安
王
は
、
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
崇
神
天
皇
の
伯
父
に

当
た
り
、
兄
弟
で
は
な
い
が
、「
庶
兄
」
と
さ
れ
た
理
由
は
未
詳
と
さ
れ
て
い

る
（
二
〇
）
。
し
か
し
、
王
室
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
人
物
と
し
て
「
庶
兄
」

と
さ
れ
た
点
で
は
、
①
や
②
と
同
様
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
古
事
記
』
に
登

場
し
て
く
る
「
庶
兄
弟
」
は
、
①
王
統
の
反
対
側
に
立
つ
反
逆
者
、
②
帝
と

母
親
を
異
に
す
る
兄
弟
、
③
争
い
に
失
敗
し
た
者
な
ど
の
共
通
点
が
あ
る
。

一
方
『
日
本
書
紀
』
に
二
例
あ
り
、
一
例
は
『
古
事
記
』
の
①
と
同
様
で
、

こ
こ
で
は
省
く
が
、
も
う
一
例
は
用
明
紀
に
あ
り
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

天
皇
得
病
、
還
二
入
於
宮
一
。
‥
於
レ
是
、
皇
弟
皇
子
、

�
�

皇
弟
皇
子
者
穴
穂
部

皇
子
、
即
天
皇
庶
弟
。

引
二
豊
国
法
師
一
闕
名
也

。
入
二
於
内
裏
一
。
物
部
守
屋
大
連
、
邪
睨
大
怒
。

こ
こ
で
「
庶
弟
」
と
さ
れ
て
い
る
穴
穂
皇
子
も
天
下
を
取
る
た
め
に
策
略
を

練
っ
た
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、『
古
事
記
』
の

「
庶
兄
」、「
庶
弟
」
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。
敗
者
と
し
て
の
「
庶
兄
」、

「
庶
弟
」
し
か
な
い
こ
と
は
、
逆
に
こ
の
記
載
法
の
事
後
的
な
性
格
を
物
語
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
嫡
」
と
「
庶
」
の
区
別
は
、
嫡
妻
所
生
子
か
長
子
か
と

い
う
自
然
生
得
に
よ
る
基
準
と
い
う
よ
り
も
、
即
位
と
い
う
事
実
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
即
位
し
た
天
皇
が
正
統
と
み
な
す
事
後
的
な
基
準
だ
か
ら
こ
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そ
、「
殺
嫡
立
庶
」
の
記
事
が
存
在
す
る
は
ず
も
な
く
、
敗
者
は
悉
く
「
庶

兄
」、「
庶
弟
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

以
上
、「
天
寿
国
繍
帳
銘
」、『
法
王
帝
説
』、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』

な
ど
の
古
代
日
本
の
王
室
の
系
譜
史
料
に
お
け
る
嫡
庶
系
名
称
の
用
法
を
見

て
き
た
。
尊
卑
、
正
統
非
正
統
の
秩
序
を
表
わ
す
こ
れ
ら
の
嫡
庶
系
名
称
が

古
代
日
本
の
系
譜
記
載
に
お
い
て
も
「
正
統
性
」
を
主
張
す
る
機
能
を
持
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
古
代
日
本
と
い
う
社
会
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
名
称
が
異
な
る
意
味
と
方
向
性
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、「
繍
帳
銘
」、『
法
王
帝
説
』
な
ど
七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に

成
立
し
た
王
室
の
系
譜
記
載
に
お
い
て
は
、
「
嫡
」
よ
り
も
「
庶
」
が
先
に
導

入
さ
れ
、
王
室
の
婚
姻
関
係
に
お
け
る
「
異�

腹�

」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
用
法
の
生
ま
れ
た
契
機
は
、
王
室
乃
至
氏
族
の
系
譜

の
作
成
時
に
、
中
国
の
史
書
に
規
範
を
見
な
い
異
母
兄
妹
婚
乃
至
異
母
婚
を

記
す
必
要
が
生
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
庶
」

の
用
語
法
の
前
提
は
、
無
論
、
天
皇
を
正
嫡
の
継
承
者
と
見
な
す
、
と
い
う

認
識
に
あ
る
。
正
嫡
で
あ
る
天
皇
に
対
し
て
、
そ
の
異
母
妹
は
「
庶
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
庶
妹
」
は
、
天
皇
の
正�

嫡�

的�

立�

場�

を
表
わ
す
と
同
時
に
そ
の
結
婚
は
タ�

ブ�

ー�

で�

は�

な�

い�

こ
と
を
示
す
の
に
最
も

適
切
だ
と
し
て
選
定
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。
こ
の
用
法
が
八
世
紀
前
半
に
成

立
し
た
『
古
事
記
』
の
天
皇
の
系
譜
記
載
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
が
、『
日

本
書
紀
』
に
な
る
と
、
文
字
面
の
拘
り
か
ら
「
庶
妹
」
の
使
用
が
避
け
ら
れ
、

異
母
兄
妹
、
異
母
婚
の
事
実
の
み
伝
え
る
方
針
が
採
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
記
紀
に
お
い
て
は
、
「
嫡
」
を
冠
し
た
「
嫡
〜
」
の
名
称
も
見
え
る

が
、
両
書
の
用
字
法
が
異
な
る
。『
古
事
記
』
に
は
、
正
統
な
配
偶
者
を
意
味

す
る
「
嫡
妻
」
、「
嫡
后
」
が
用
い
ら
れ
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
正
統
な
継
承

者
を
意
味
す
る
「
嫡
子
」
が
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
、『
古
事
記
』
の
場
合
、「
嫡

妻
」
と
「
嫡
后
」
と
い
っ
た
名
称
を
導
入
し
な
が
ら
も
、
そ
の
区
別
の
意
識

は
複
数
の
妻
の
地
位
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
な
く
、
帝
の
配
偶
者
と
爾
余
の

皇
室
成
員
の
配
偶
者
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
律
令
な
ど
の
導
入
に

よ
っ
て
尊
卑
の
秩
序
を
表
す
嫡
庶
系
名
称
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
導
入
さ

れ
た
が
、
未
だ
実
質
的
な
用
法
に
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
名
称
を
物
語
的
部
分
に
の
み
用
い
、
帝
紀
系
譜
部
分
に
用
い
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、『
古
事
記
』
編
者
の
、
原
史
料
の
帝
紀
、
旧
辞
の
抜
本
的
な
書
き

換
え
に
対
す
る
慎
重
な
態
度
が
窺
え
る
。
一
方
、『
日
本
書
紀
』
に
な
る
と
、

帝
紀
の
系
譜
記
載
は
「
立
后
」、「
立
太
子
」
と
い
う
事
前
決
定
的
な
記
載
に

よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
天
武
朝
に
繋
が
る
直
系
の
祖
先

欽
明
天
皇
の
帝
紀
に
な
る
と
、
事
前
決
定
的
、
生
得
的
条
件
に
よ
る
「
嫡
子
」

の
用
例
を
見
る
よ
う
に
な
る
。『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
、『
古
事
記
』
よ
り

対
外
的
な
意
識
が
強
く
、
な
る
べ
く
規
範
的
な
用
語
と
規
範
的
な
嫡
庶
決
定

法
で
記
載
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
看
取
さ
れ
る
。「
嫡
子
」
の
用
法
は
こ
れ

「嫡」・「庶」考（１）
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ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
宣
化
紀
の
「
庶
妃
」
と
対
応
し
て
用
い
ら
れ
た
も

の
で
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
武
天
皇
の
直
系
の
祖
先
に
当
た

る
欽
明
―
敏
達
の
皇
統
の
正
統
性
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
父
系
と
母
系
両
方

の
正
嫡
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
皇
統
の
血
筋
正
し
さ
で
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、
嫡
庶
系
名
称
は
、
古
代
日
本
王
室
の
系
譜
記
載
に
お
い
て
、
結
婚

相
手
と
の
関
係
性
や
血
筋
の
正
統
性
を
説
明
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
一
つ
の

方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
タ
ブ
ー
で
な
い
異
母
子
、
異
母
兄

妹
の
結
婚
の
正
当
性
や
父
系
母
系
の
双
系
の
正
統
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

﹇
註
﹈

（
一
）
こ
こ
で
言
う
「
嫡
」
つ
ま
り
「
嫡
子
」
は
西
洋
のlegitim

ate
child

（
訳
語
「
嫡

出
子
」）
と
違
い
、
一
人
に
限
定
さ
れ
、
爾
余
の
息
子
達
と
区
別
さ
れ
る
継
承
者
の

こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
「
嫡
」
は
多
く
の
場
合
、
「
適
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で

は
、
引
用
文
以
外
は
、
表
記
を
す
べ
て
「
嫡
」
に
統
一
す
る
。

（
二
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
た
別
稿
で
論
じ
る
。

（
三
）
飯
田
瑞
穂
「
天
寿
国
曼
荼
羅
繍
帳
縁
起
勘
点
文
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』

一
六
、
一
九
六
四
年
十
月
）、
大
野
達
之
助
『
聖
徳
太
子
の
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
〇
年
）
義
江
明
子
『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』
第
二
章
「
娶
生
」
系
譜

に
み
る
双
方
的
親
族
関
係
―
天
寿
国
繍
帳
銘
」
系
譜
」（
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇

年
）

（
四
）
古
代
中
国
の
文
献
に
お
い
て
「
庶
妹
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
例
は
管
見

の
限
り
唐
杜
佑
の
『
通
典
』（
三
公
諸
侯
大
夫
降
服
議
）
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

『
通
典
』
以
前
の
文
献
に
存
在
す
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
規
範
的
な

用
語
で
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、「
庶
妹
」
の
訓
み
は
『
古
事
記
傳
』
に
よ
れ

ば
、
「
ま
ま
い
も
」
で
、
『
新
撰
字
鏡
』
に
も
「
�
、
万
々
妹
」
と
い
う
訓
み
が
見
え

る
。

（
五
）
関
口
裕
子
「
律
令
国
家
に
お
け
る
嫡
庶
子
制
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
一

九
六
九
年
五
月
）、
な
お
、
成
清
弘
和
氏
も
「
欽
明
紀
の
「
嫡
子
」
に
つ
い
て
」

（『
日
本
古
代
の
王
位
継
承
と
親
族
』（『
岩
田
書
院

一
九
九
九
年
』
に
お
い
て
同

様
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
六
）
本
文
は
、
家
永
三
郎
編
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
の
研
究
』
（
三
省
堂
、
一
九
五
一

年
）
に
よ
る
。

（
七
）
太
子
の
父
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
母
に
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

（
八
）『
法
王
帝
説
』
の
こ
の
部
分
の
系
譜
記
載
は
、
家
永
三
郎
注
六
の
前
掲
書
に
よ

る
と
、
皇
極
三
年
（
六
四
四
）
を
距
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
頃
の
記
録
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

（
九
）
『
古
事
記
』
に
は
「
庶
妹
」
の
用
例
が
九
例
（
成
務
紀
一
例
、
応
神
紀
一
例
、
仁

徳
紀
三
例
、
敏
達
紀
三
例
、
用
明
紀
一
例
）
あ
る
。

（
一
〇
）
石
母
田
正
「
国
作
り
の
物
語
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
日
本
古
代
国
家
論
』
岩

波
書
店

一
九
七
三
年
）

（
一
一
）
「
妻
」
の
用
例
も
、
神
代
巻
で
は
手
名
椎
、
須
勢
理
毘
売
、
下
照
比
売
に
、
歴

代
巻
で
は
赤
玉
、
長
田
大
郎
女
、
女
鳥
王
な
ど
天
皇
以
外
の
配
偶
者
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

（
一
二
）
新
編
古
典
日
本
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
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小
学
館
一
九
九
七
）
八
十
五
頁
頭
注
十
九

（
一
三
）
川
副
武
胤
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
研
究
の
研
究
』（
風
間
書
房

一
九

七
六
年
）
第
三
章
第
二
節
。
但
し
、
川
副
氏
の
研
究
は
、
「
嫡
」
と
「
庶
」
を
問
題
に

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
妻
」、「
嫡
妻
」、「
后
」、「
嫡
后
」
な
ど
の
用
語
の
相
違

点
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。

（
一
四
）
安
康
記
の
長
田
大
郎
女
、
雄
略
記
の
若
日
下
部
王
に
も
「
大
后
」
が
用
い
ら

れ
た
が
、
帝
紀
部
分
で
は
な
く
、
物
語
的
記
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
除
外
す
る
。

（
一
五
）
石
母
田
正
注
一
〇
前
掲
書

（
一
六
）
成
清
注
五
前
掲
書

六
十
頁

（
一
七
）
成
清
注
五
前
掲
書

六
十
五
頁

（
一
八
）
林
屋
辰
三
郎
「
継
体
・
欽
明
朝
内
乱
の
史
的
分
析
」（『
古
代
国
家
の
解
体
』

東
京
大
学
出
版
社

一
九
五
五
年
）

（
一
九
）
義
江
明
子
氏
が
『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇

年
）
の
中
で
、
『
繍
帳
銘
』
の
系
譜
の
特
質
を
「
両
属
系
譜
」
と
し
、
そ
れ
は
「
原
理

的
に
は
あ
る
人
物
（
通
常
は
一
人
だ
が
、
こ
の
場
合
は
妃
と
太
子
と
の
婚
姻
に
主
眼

が
あ
る
の
で
、
二
人
と
な
る
）
の
双
方
的
親
族
関
係
を
、
祖
か
ら
た
ど
る
具
体
的
な

親
子
関
係
の
連
鎖
で
示
し
つ
つ
、
そ
の
人
物
の
社
会
的
存
在
の
主
張
に
と
っ
て
必

要
の
な
い
部
分
を
カ
ッ
ト
し
て
成
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
書
紀
の
「
嫡
子
」
及
び
「
前
正
妃
」「
前
庶
妃
」
と

い
っ
た
名
称
の
用
法
か
ら
も
同
じ
く
双
系
的
系
譜
観
念
が
窺
え
る
。

（
二
〇
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
一
八
九
頁
頭
注
十
九

「嫡」・「庶」考（１）
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